
衣浦東部広域連合公告第 号

一般競争入札について

衣浦東部広域連合契約規則（平成１５年衣浦東部広域連合規則第２２号。以下「規則」

という。）第７条の規定に基づき、一般競争入札を次のとおり行う。

衣浦東部広域連合長　　小　池　友　妃　子

１　入札に付する事項

工事名

高浜消防署アスファルト舗装整備工事

施設等の名称

衣浦東部広域連合　高浜消防署

工事場所

高浜市稗田町地内

工期

契約締結日の翌日から 令和９年１月２２日（金）まで

工事概要

高浜消防署アスファルト舗装整備工事　一式

予定価格

（消費税及び地方消費税抜き）

最低制限価格

有

前払金

有

契約書作成の要否

要

（１０）入札保証金

免除

（１１）契約保証金

落札者（契約者）は、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納めなければ　　　

ならない。ただし、規則第３４条の規定に該当するときは、免除とする。

２　入札者に必要な資格に関する事項

令和８年度衣浦東部広域連合入札参加者名簿に登録されている者のうち、次に掲げる　　　　

事項を満たす者とする。

入札の公告日から開札日までの間、「高浜市工事等請負契約に係る入札参加停止

取扱要綱」（平成１５年４月１日施行）に基づく入札参加停止の措置又はこれに準

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する

者でないこと。

（２）

（１）

（９）

１１

令和８年６月５日

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

36,153,000円

（７）

（８）



ずる措置を受けていない者であること。

令和８・９年度高浜市競争入札参加有資格者名簿（工事）の土木一式工事に登録

されていること。

令和８・９年度高浜市競争入札参加有資格者名簿（工事）における土木一式工事

の総合評点等が次のア及びイに掲げる要件を満たす者であること。

ア　高浜市の市内業者、準市内業者又は市外業者であること。（下記※１～３参照）

※１　「市内業者」とは、高浜市内に本店を有する者であって、建設業法第３条

第１項の許可を受けてから高浜市内における営業年数が５年以上あり、かつ、

直前３年度において引き続き高浜市競争入札参加有資格者名簿に登載されてい

るものをいう。

※２　「準市内業者」とは、碧南市、刈谷市、安城市又は知立市に本店を有する

者であって、高浜市内に従業員を常勤させている営業所（建設業法第３条第１

項に規定する営業所であって、本店以外のものをいう。）を置いているものの

うち、当該営業所に係る建設業法第３条第１項の許可を受けてから高浜市内に

おける営業年数が５年以上あり、かつ、直前３年度において引き続き高浜市競

争入札参加有資格者名簿に登載されているものをいう。

※３　「市外業者」とは、碧南市、刈谷市、安城市又は知立市に本店を有する者

であって、建設業法第３条第１項の許可を受けてからそれぞれの市における営

業年数が５年以上あり、かつ、直前３年度において引き続き高浜市競争入札参

加有資格者名簿に登載されているものをいう。

イ　総合評点の制限無し

主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」という。）を当該対象工事に

ついて、建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定に従い適切に施工現場に配

置できること。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年第８７号）第１

０７条の規定により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に

係る同法施行による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条の規定に

よる会社の整理の開始を命じられている者でないこと。

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の

申立てをなされている者でないこと。

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続の申立

てをなされている者でないこと。

この公告の日から開札の日までの期間において、「高浜市が行う事務及び事業か

らの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年４月１日施行）に基づく排除措置を

受けていないこと。

３　入札者に必要な資格の審査

入札者に必要な資格の審査については、開札後にすべてを審査する事後審査とする。　　

４　契約条項を示す場所及び日時

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）



場所

衣浦東部広域連合事務局総務課

日時

入札の公告日から入札書到着期限の日まで

５　入札に関する事項

入札書の提出

ア　入札方法

郵便による入札

イ　宛先

〒４４８－８７９９　刈谷郵便局留　衣浦東部広域連合総務課　行

ウ　到着期限

令和８年６月２５日（木）

エ　郵送方法

一般書留、簡易書留又は特定記録郵便　　※郵便用封筒書式

オ　提出書類

（ア）入札書

（イ）工事費内訳書

（ウ）配置予定技術者調書

（配置予定の主任技術者調書と契約時の主任技術者等届出書の内容が異なっ

た場合は、入札条件に違反することから契約解除となる。入札書提出日時点で、　　　

配置予定の主任技術者の候補が複数いる場合は、配置予定技術者調書を複数枚　　　　

提出することができる。）

設計図書のホームページ掲載について

ア　掲載期間

から 令和８年６月２５日（木） まで。

イ　衣浦東部広域連合ホームページの「一般競争入札発注状況」よりダウンロード

すること。

入札の質問方法

衣浦東部広域連合事務局総務課へ電子メールにより行う。なお、質問の期限は、　　　　　

正午までとし、回答はホームページにて公表する。　　　

６　入札執行の場所及び日時

開札日時

令和８年６月２９日（月） 午前１０時２０分

開札場所

衣浦東部広域連合事務所１階　会議室

７　入札の無効に関する事項

規則第１３条及び衣浦東部広域連合入札心得書（以下「心得書」という。）第１６

条に該当する入札書のほか、本公告に示した資格のない者又は虚偽の申請を行った者

（２)

（２)

令和８年６月５日（金）

（３)

令和８年６月１２日（金）

（１)

（１)

（２）

（１)



の入札書は無効とする。

８　その他必要な事項

入札は、心得書に準じて執行するので、熟読し、遵守すること。

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に　　　　

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を　　　　　

切り捨てた額）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者　　　　　

又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に　　　　　

相当する金額を当該入札書に記載すること。

衣浦東部広域連合一般競争入札実施要綱第８条に基づき、工事費内訳書を入札書　　　　　

と同時に提出できない場合、または、工事費内訳書の合計金額と入札書の額が一致　　　　　

しない場合は、落札者となることができない。

落札者が契約までに資格要件を満たさなくなったときは、当該契約の締結はでき　　　　　　

ない。

落札者は、この契約による事項を処理するための個人に関する情報の取扱いにつ

いては、個人情報の保護に関する法律を守らなければならない。また、必要に応じ

て個人情報の安全管理措置について書面にて報告しなければならない。

（６）この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第　　　

１０４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義　

務付けられた工事であるため、契約にあたり分別解体等の方法、解体工事に要する　　　

費用、再資源化等を行うための施設の名称及び所在地並びに再資源化に要する費用　　　

を契約書に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法、処分場　　　　

所等を参考に積算した上で入札すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記　　　

載するため、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこと。　　　　

（５)

（１)

（２)

（３)

（４)


